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　のため、本業務の運行期間は令和８年１２月までとする。

 変更理由

稲敷市

・自家用有償旅客運送（交通空白輸送）運行業務委託として、あずまコミュニティバスの運行業務及び

　車両管理業務を行う。

・運行ルートとしては、①月・木ルート　②火・金ルート　③水ルート　の３ルートとし、各ルート共

　４往復運行する。（別紙ルート図参照）

・令和９年１月から桜川・東地区にデマンド交通を導入し、あずまコミュニティバスについては廃止予定

自家用有償旅客運送（交通空白輸
送）運行業務委託

　業　務　委　託　概　要

内　　　　容 規格1 数量1 単位1 規格2 数量2 単位2 規格3 数量3 単位3

委　　　託  変更業務価格

決  定  額

消 費 税 相 当 額
 請負比率

測量試験費  変更積算業務価格

又は工事雑費

起工(前回変更)時の積算額

価    格 (小数第７位切り捨て６位止め)

委　　　託

に付する額
請負比率:

起工(前回変更)時の委託決定額

業　　務

起  工  額
 変更請負に付する業務価格

＝変更積算業務価格×請負比率 

又は

受 託 者

費    目 起　　工 第１回変更

工 期 又 は

履 行 期 間 　令和８年４月１日　から 令和９年３月３１日まで　　　　日間

請 負 人

工 事 場 所
　稲敷市東地区全域及び江戸崎地区・桜川地区の一部

又 は 履 行 場 所

施 工 方 法 委　　託 原契約年月日 令 和 年 月 日

執 行 年 度 　令和８年度

委　託 番 号 　　自家用有償旅客運送（あずまコミュニティバス）
　　　運行業務及び車両管理業務委託（令和８年度）委 託 業 務 名 起工 設計書

委　託　概　要　書
副市長 総務部長 部 長 課 長 課長補佐 係 長 課員 審 査 設 計



自家用有償旅客運送（あずまコミュニティバス） 

運行業務及び車両管理業務委託（令和８年度）仕様書 

 

１．業務の概要 

受託者は、稲敷市より自家用車を無償で借り受け、本仕様書に定める運行業務及び車

両の保守管理業務を実施する。業務の遂行にあたっては、道路運送法、道路運送車両

法、道路交通法の規定を遵守するとともに、利用者に対するサービスの向上に努めなけ

ればならない。 

 

２．受託条件 

受託者は以下のすべてを満たさなければならない。 

１）道路運送法第 4 条営業許可（乗合、貸切、乗用のいずれか）を得ていること。 

２）運行管理の責任者が常駐する事務所及び貸与車両の保管が可能な車庫を有するこ

と。事務所及び車庫の位置は稲敷市内、又は稲敷市域から２km 以内の場所であるこ

と。 

３）「第二種運転免許（普通・中型・大型のいずれか）」を有する運転者を 1 名以上常勤

させること。あわせて、主たる運転者が不在となる場合に勤務できる運転者を 2 名以

上確保すること。 

４）運行管理の責任者を 1 名以上常勤させること。あわせて、運行管理の責任者がやむ

を得ず不在となる場合の代行者を 1 名以上確保すること。運行管理の責任者は、道路

運送法第 23 条第 1 項に規定する運行管理者であること。代行者は道路運送法施行規

則第 51 条の 17 第 2 項各号のいずれかの要件を備えていること。 

５）整備管理の責任者を 1 名以上常勤させること。なお、運行管理の責任者と兼務する

ことができる。 

 

受託者は、契約締結後、遅滞なく以下の書類を産業振興課へ提出すること。また、履

行期間内に当該内容に変更がある場合も、遅滞なく再提出すること。 

１）道路運送法第 4 条の営業許可書の写し 

２）事務所及び車庫の位置及び権利関係を示す書類 

（登記事項証明や賃貸借契約書の写しなど） 

３）運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿（様式第４号） 

※運転者の運転免許証の写しを添付すること 

４）運行管理の責任者就任承諾書（様式第６号）（人数分） 

※運行管理の責任者及び代行者が適格者であることを証する書類（資格証の写し、 

運行管理者指導講習手帳の写し等）を添付すること 

５）受託者の運行管理体制を記した書類（様式第７号） 

 



３．業務内容 

１）履行期間 令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日まで 

   ※運行期間終了後も車両保守管理業務を行うものとする。 

２）運行期間 令和８年４月１日 から 令和８年１２月２８日まで ※９か月間 

３）運行形態 

道路運送法第 78 条第 2 号に基づく自家用有償旅客運送（交通空白輸送） 

４）運行区域 

稲敷市東地区全域及び江戸崎地区・桜川地区の一部 

５）運行日 

運行期間のうち以下の日を除く日 

・土曜及び日曜 

・国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

・８月 13～15 日 

６）運行系統（ルート及びダイヤ） 

稲敷市が定め、稲敷市地域公共交通活性化協議会の承認を得た内容に基づく。詳細

は別紙の通り。なお、契約期間中であっても、稲敷市地域公共交通活性化協議会の審

議に基づき計画を変更できるものとする。 

７）運行車両 

以下の車両を稲敷市から受託者へ無償貸与する。 

① 日産キャラバン NV350 4 ドア ハイルーフ GX 2WD AT 

車両番号 土浦 ３０１ の １５４６ 

登録年月日（初年度登録） 令和 2 年 3 月１１日 

型式 CBA-KS4E26 

乗車定員 １０人 

全長・全幅・全高 5,088mm・1,695mm・2,285mm 

車検満了日 令和９年 3 月１０日 

走行距離（令和８年１月末日現在） 276,575km 

使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 

燃費（JC08 モード） 8.9km/L 

８）保険 

・自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険は稲敷市が加入する。た

だし、更新時の保険料は車検費用と併せて受託者が納入すること。 

・民間保険会社等が行う自動車損害賠償保険（任意保険）は受託事業者が加入する

こと。加入すべき保険は以下の基準を満たすものとする。 

ア 期間中の支払い額に制限がないこと 

イ 最低限の担保種目と損害賠償限度額 



対人賠償 無制限 

対物賠償 無制限 

搭乗者 3,000 万円 

車両賠償 時価 

・受託者は、業務の実施中に、受託事業者の責に帰すべき理由により、乗客、稲敷

市、又は第三者に損害を与えたときは、その損害賠償の責任を負う。ただし、交

通事故により生じた損害賠償は、稲敷市が加入する自動車損害賠償責任保険（委

託費で積算済）及び受託者が加入する任意保険で対応するものとする。 

・上記の損害賠償について、乗客及び第三者との協議は受託者が責任者となり解決

にあたるものとする。 

・保険加入期間は履行期間と同一とする。 

９）車両の保守管理 

受託者は整備管理の責任者を置き、以下に区分する整備その他の保守管理を実施す

る。 

なお、車検・法定点検は運行に支障の無いよう運休日に実施すること。 

 受託者 稲敷市 

道路運送法施行規則第 51 条の 23 に規定する車外

表示の実施（運送者名、有償運送車両、登録番

号） 

●  

道路運送法施行規則第 51 条の 24 に規定する車内

掲示の実施（運送者名、運転者氏名、自動車登録

番号、運賃） 

●  

日常点検、整備、清掃 ●  

車検、法定点検（法定費用の納付を含む） ●  

燃料の補充 ●  

油脂類、消耗品、保安部品等の整備、交換 

（夏・冬タイヤの交換を含む） 
●  

車体、動力、駆動、懸架装置等の修繕で、受託者

の責に帰すべき破損等の修繕 
●  

車体、動力、駆動、懸架装置等の修繕で、通常使

用や経年劣化に伴う修繕 
 ● 

 

４．遅延及び運休等に関する対応 

１）悪天候等による場合 

台風、降雪、交通事故、その他の事由により、安全な運行が困難となった場合に

は、乗客、乗員の安全を確保したうえで、速やかに稲敷市へ状況を報告すること。 



なお、事前に悪天候が予想される場合は、稲敷市との協議により計画運休を実施 

することができる。 

２）交通事故による場合 

交通事故に遭遇した場合（当事者でない場合を含む）は、乗客、乗員及び第三者

の人命救助を優先したうえで、速やかに稲敷警察署及び稲敷市へ報告すること。 

３）その他の運行に関する報告 

運転手の不在、交通渋滞、その他不測の事態により、10 分以上の遅延又は運休

が発生した場合は、定時運行の回復に努めるとともに、速やかに、稲敷市へ報告す

ること。 

 

５．業務報告及び運賃清算 

１）日報及び乗降実績報告書 

受託者は日報（任意様式）及び乗降実績報告書（指定様式）を作成し、保管する

こと。稲敷市から求めがある場合は速やかに開示すること。 

２）月次報告書および運賃清算 

受託者は月次報告書（指定様式）を作成し、定期点検整備簿の写しを添えて、翌

月 10 日までに稲敷市へ提出しなければならない。稲敷市は月次報告書の内容を検

査し、運賃の納付書を交付する。受託者は、当月分の運賃を翌月末までに、稲敷市

へ納付しなければならない。 

 

６．委託料 

委託料は月毎の支払いを原則とするが、双方協議により決定する。 

 

７．履行期間の終期 

１）履行期間の満了 

受託者は、履行期間終了後速やかに、稲敷市又は稲敷市が指定する者に車両を引

き渡さなければならない。 

２）受託者の責めに帰すべき事由による場合 

受託者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難であると判断した場合

は、稲敷市は事業の取消し、又は一定期間を設けて業務の全部又は一部を停止する

ことができる。この場合、受託者は市に生じた損害を賠償するとともに、次期受託

者への引継ぎに全面的に協力しなければならない。 

３）利用の低迷、その他の事由による場合 

稲敷市地域公共交通活性化協議会にて、本事業の廃止が決定された場合は、履行期

間にかかわらず、契約を終了することができる。この場合、終了の 3 月以上前に受託

者に告知する。 

 



８．特記事項 

入札参加者は、令和８年２月２７日（金）午後４時までに別紙「実施体制確認書」を

産業振興課へ FAX し、確認を受けるものとし、実施体制の承認を受けた者のみ入札に

参加できるものとする。原則として、FAX を受信した日から２営業日以内に産業振興

課より FAX で回答する。 

入札の際には、内訳書を提出すること。 

 

  



  ●当日の運行状況など 

    晃進物流株式会社 

     ０２９９－７９－２７９９ 

  ●ご要望・ご相談 

    稲敷市 公共交通担当 

     ０２９－８９２－２０００（代表） 

令和5年4月1日改定 

 

お問い合わせ 

改定情報 

  ルートを改善して乗車時間を短縮 

  増便して買い物に利用しやすいダイヤ編成へ 

  あずま西地区から江戸崎方面へのルートを新設 

   

運賃 

●小学生は一律１００円です。 

●以下の方は半額です。 

 障害者、重度障害者の同伴者１名 

●未就学児は無料です。 

●定期券はありません。 

注意事項 

●バス停が片側のみ設置されている場合があります。進行方向側の安全な場所でお待ちください。 

●バスが近づいたら手を挙げて合図をお願いします。 

●運賃は前払いです。乗車時に行先を告げて、運賃を支払ってください。 

●道路状況などにより定刻より遅れることがありますのでご了承ください。 

●祝日、お盆（8/13~15）、年末年始（12/29～1/3）は、全便運休いたします。 

あずま地区 
月・木ルート 

幸田車庫      

200 ウエルシア 
～ 上須田    

200 200 水神 
 ～ 上之島南 

  

300 200 200 東支所  

400 300 200 200 パルナ 

あずま東ルート 

幸田車庫      

200     
図書館 

～ 四ツ谷 

200 200 六角坂下 
～ 下結佐    

300 200 200 東支所    

400 300 200 200 パルナ  

400 300 300 200 200 佐原下手  
～  三島 

水ルート 

幸田車庫      

200 脇川西 
～ 新橋    

200 200 南ヶ丘団地入口 
～ 駒塚中央  

  

300 300 200 天王南 
～ タイヨー前 

 

400 300 300 200 パンプ前  

火・金ルート 

幸田車庫      

200     
釜井住宅 

～ 四ツ谷 

200 200 六角坂下 
～ 下結佐    

300 200 200 東支所    

400 300 200 200 パルナ  

400 300 300 200 200 佐原下手  
～  三島 

 月・木ルート（月･木曜運行、 祝日運休） 

 火・金ルート（火･金曜運行、 祝日運休） 

 水ルート（水曜運行、 祝日運休） 

 自由降車区間 

（運転手に降りたい場所を告げてください） 

 他の路線バス 



火･金ルート 
幸田車庫 8:30 10:40 13:50 16:20 

釜井住宅 8:32 10:42 13:52 16:22 

伊佐部西～宿 8:33 10:43 13:53 16:23 

北小前 8:35 10:45 13:55 16:25 

図書館 8:39 10:49 13:59 16:29 

生涯学習センター 8:42 10:52 14:02 16:32 

大重 8:46 10:56 14:06 16:36 

手賀組新田 8:48 10:58 14:08 16:38 

佐原組新田 8:50 11:00 14:10 16:40 

押砂～押砂東 8:51 11:01 14:11 16:41 

曲渕～四ツ谷 8:56 11:06 14:16 16:46 

六角坂下～結佐 8:59 11:09 14:19 16:49 

下結佐 9:00 11:10 14:20 16:50 

東支所 9:02 11:12 14:22 16:52 

パルナ 9:09 11:19 14:29 16:59 

佐原下手～八筋川 9:13 11:23 14:33 17:03 

八筋川東口～境島 9:14 11:24 14:34 17:04 

三島 9:20 11:30 14:40 17:10 

     

三島 9:35 11:45 14:55 17:25 

境島～八筋川東口 9:36 11:46 14:56 17:26 

八筋川～佐原下手 9:37 11:47 14:57 17:27 

パルナ 9:41 11:51 15:01 17:31 

東支所 9:48 11:58 15:08 17:38 

下結佐 9:50 12:00 15:10 17:40 

結佐～六角坂下 9:51 12:01 15:11 17:41 

四ツ谷～曲渕 9:54 12:04 15:14 17:44 

押砂東～押砂 9:58 12:08 15:18 17:48 

佐原組新田 10:00 12:10 15:20 17:50 

手賀組新田 10:02 12:12 15:22 17:52 

大重 10:04 12:14 15:24 17:54 

生涯学習センター 10:08 12:18 15:28 17:58 

図書館 10:11 12:21 15:31 18:01 

北小前 10:15 12:25 15:35 18:05 

伊佐部宿～西 10:17 12:27 15:37 18:07 

釜井住宅 10:18 12:28 15:38 18:08 

幸田車庫 10:25 12:35 15:45 18:15 

発 

発 

着 

着 

月･木ルート 
幸田車庫 8:30 10:10 13:00 15:00 

ウエルシア 8:31 10:11 13:01 15:01 

阿波住宅 8:32 10:12 13:02 15:02 

甘田公民館・甘田 8:34 10:14 13:04 15:04 

釜井住宅 8:37 10:17 13:07 15:07 

伊佐部西～宿 8:38 10:18 13:08 15:08 

北小前 8:41 10:21 13:11 15:11 

阿波崎南・中妻 8:42 10:22 13:12 15:12 

古新田 8:44 10:24 13:14 15:14 

下須田 8:45 10:25 13:15 15:15 

上須田 8:47 10:27 13:17 15:17 

水神 8:49 10:29 13:19 15:19 

上之島北 8:53 10:33 13:23 15:23 

上之島南 8:54 10:34 13:24 15:24 

東支所 8:55 10:35 13:25 15:25 

パルナ 9:05 10:45 13:35 15:35 

     

パルナ 9:20 11:00 13:50 15:50 

東支所 9:27 11:07 13:57 15:57 

上之島南 9:28 11:08 13:58 15:58 

上之島北 9:29 11:09 13:59 15:59 

水神 9:33 11:13 14:03 16:03 

上須田 9:35 11:15 14:05 16:05 

下須田 9:37 11:17 14:07 16:07 

古新田 9:38 11:18 14:08 16:08 

阿波崎中妻・南 9:40 11:20 14:10 16:10 

北小前 9:41 11:21 14:11 16:11 

伊佐部宿～西 9:44 11:24 14:14 16:14 

釜井住宅 9:45 11:25 14:15 16:15 

甘田・甘田公民館 9:48 11:28 14:18 16:18 

阿波住宅 9:50 11:30 14:20 16:20 

ウエルシア 9:51 11:31 14:21 16:21 

幸田車庫 9:55 11:35 14:25 16:25 

着 

発 

着 

発 

水ルート 
幸田車庫 8:30 10:10 13:00 15:00 

脇川西 8:33 10:13 13:03 15:03 

脇川新田西 8:35 10:15 13:05 15:05 

橋向東 8:37 10:17 13:07 15:07 

橋向西 8:38 10:18 13:08 15:08 

清久島 8:39 10:19 13:09 15:09 

余津谷 8:41 10:21 13:11 15:11 

町田新田 8:47 10:27 13:17 15:17 

清水新田 8:48 10:28 13:18 15:18 

新橋 8:48 10:28 13:18 15:18 

南ヶ丘団地入口 8:52 10:32 13:22 15:22 

駒塚中央 8:53 10:33 13:23 15:23 

天王南 8:58 10:38 13:28 15:28 

天王北 9:00 10:40 13:30 15:30 

タイヨー前 9:02 10:42 13:32 15:32 

パンプ前 9:10 10:50 13:40 15:40 

     

パンプ前 9:20 11:00 13:50 15:50 

タイヨー前 9:21 11:01 13:51 15:51 

天王北 9:23 11:03 13:53 15:53 

天王南 9:25 11:05 13:55 15:55 

駒塚中央 9:30 11:10 14:00 16:00 

南ヶ丘団地入口 9:31 11:11 14:01 16:01 

新橋 9:35 11:15 14:05 16:05 

清水新田 9:35 11:15 14:05 16:05 

町田新田 9:36 11:16 14:06 16:06 

余津谷 9:42 11:22 14:12 16:12 

清久島 9:44 11:24 14:14 16:14 

橋向西 9:45 11:25 14:15 16:15 

橋向東 9:46 11:26 14:16 16:16 

脇川新田西 9:48 11:28 14:18 16:18 

脇川西 9:50 11:30 14:20 16:20 

幸田車庫 10:00 11:40 14:30 16:30 
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